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丹
後
国
宮
津
藩

の
溜
入
に
つ
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て

神
 
崎
 
直
 
美

238(19)

は
じ
め

に

 

近

世

日

本

の
刑
罰

は

、

応
報

主

義

的

な
も

の

が
主

流

で
あ

る

が

、

近

世

の
中

・
後

期

に

は

、

犯

罪

者

を
拘

禁

し

て
、

強

制

労

働

を

科

し

な

が

ら

、

教
化

・
改

善

を

め

ざ

す

刑
罰

が
見

ら

れ

る

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

づ
さ
い
 
 と
け
い
 
 た
め

よ
う

に
な

る

。

こ

れ

を

、

徒

罪

、

徒

刑

、

溜
長

屋

入

な

ど

と

称

す

(以

下

、

本

稿

に

お

い
て

、

右

の
よ

う

な

刑
罰

一
般

に

つ

い

て
述

べ

る
場

合

は

、

徒

罪

と

い
う

名

称

を

代

表

と

し

て

用

い

る
)
。

 

丹

後

国

宮
津

藩

は

、

松

平

[
本

庄

]

家

(譜

代

、
七

万

石

)

の
治

世

下

に

お

い
て

、
右

の
よ

う

な

教

化

・
改

善

を

目
的

と

し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1
)

た

徒

罪

を

採

用

し

た

。
当

藩

で

は

こ
れ

を

溜

入

と

称

し

て

い
る

。

 
徒
罪
に
関
す
る
個
別
研
究
が
未
だ
乏
し
い
現
在
に
お

い
て
、

当
藩
が
溜
入
を
採
用
し
て
い
た
事
実
を
確
認
し
た
こ
と
は
、
新

た
な
採
用
事
例
の
発
見
と
し
て
の
意
義
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え

て
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
宮
津
藩
の
徒
罪
は
他
藩
か
ら
も
評
価

さ
れ
る
べ
き
実
質
を
兼
ね
備
え
て
い
た
点
で
あ
る
。

 
宮
津
藩

の
徒
罪
に
つ
い
て
の
解
明
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
史
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 

へ2
)

的
な
制
約
が
存
す
る
も
の
の
、
本
稿
で
は
、
現
時
点
で
確
認
で

き
た
諸
点
か
ら
、
そ
の
創
設
と
変
遷
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
明
ら

か
に
し
た
い
と
思
う
。

(1
) 
「溜
入
」
に
類
似
し
た
名
称
と
し
て
は
、
岡
山
藩
の

「溜
長
屋

入
」
が
あ
る
。
岡
山
藩
の
徒
罪
に
関
す
る
論
文
は
、
拙
稿

「岡
山
藩

の
徒
刑
に
つ
い
て
1
溜
長
屋
入
の
創
設
と
廃
止
1
」
(『国
史
学
』
第
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↓
七

四
号
、
平
成
十

三
年
)
が
あ

る
。
な
お
、

い
わ

ゆ

る
徒
罪

と

い

う
刑
罰

に

つ

い
て
は
、
藩

に
よ

り
様

々
な
呼

称
が

用

い
ら

れ

て

い
る

可
能
性

が
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
研
究

の
折

に
は
徒
罪

・
徒

刑
と

い
う

名
称

に
の
み
注

目
す

る
だ

け

で
は
な
く
、
拘
禁
刑

と
し

て
の
実
質

に

留
意
す

る
必

要
が
あ

る
。

こ
れ
に

よ
り
、

い
わ
ゆ

る
徒

罪
を
採

用

し

て

い
た

藩

を
、
新

た

に
確

認

す

る

こ
と

が
可
能

で
あ

る
と

思

わ

れ

る
。

(
2
) 
宮

津
藩

政
を
知

る
に
あ

た
り
有
効

な
史
料
と

し

て
は
、
京
都

大
学
文
学
部
古

文
書

室
が
所
蔵
す

る

「丹
後
宮

津
藩

記
録
」

(三

〇

】

点
)
が
存
す

る
。
し
か
し
な

が
ら
、
閲
覧

の
問

い
合

わ
せ

を
し

た
と

こ

ろ
、

こ
の
史
料

は
、
原
史

料

の
閲
覧
は

不
可

で
あ

っ
た
。
ま

た
、

当
史
料

は

マ
イ

ク

ロ
フ
ィ
ル

ム
撮
影

が
な

さ
れ
て

い
る
も

の
の
、
閲

覧
用
機
材

が
整

っ
て

い
な

い
た
め
、
現
在

の
と

こ
ろ
は
閲
覧

が

で
き

な

い
と

い
う
返
答

で
あ
り
、
断
念

せ
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
。

 

そ

こ
で
今

回

の
検

討
は
、
藩

側

の
史
料
と

し

て
は
京

都
府

立
総
合

資

料
館

が
所
蔵
す

る

「
宮
津
藩

政
記
録
」
を
用

い
、
そ

の
他

に
丹
後

郷
土
資
料
館

が
所
蔵

す

る
地

方
文
書
、
お

よ
び
既
刊

の
地
誌

類
を
素

材
と
し
た
。

1
 
溜
入
の
創
設

 
宮
津
藩
が
溜
入
の
創
設
を
検
討
し
た
の
は
、
文
化
十

四
年

(
一
八

一
七
)
六
月

の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藩
主
松
平

む
ね
あ
き
ら

宗
発

の
治
世
下

で
あ
る
。
宗
発

は
幕
府

に
お

い
て
、
奏

者

番

・
寺
社
奉
行

・
大
坂
城
代

・
京
都
所
司
代

・
老
中
を
歴
任
し

た
有
能
な
大
名
で
あ
る
。
藩
主
に
就
任
し
た
の
は
文
化

五
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1
)

(
一
八
○
八
)、
そ
の
時
二
十
五
歳
で
あ

っ
た
。
溜
入
の
創
設
に

関
わ

っ
た
人
物
と
し
て
、
藩
主
宗
発
と
当
藩
の
藩
儒
で
あ
る
沢

 
 
(2
)

辺
北
溟
が
指
摘
で
き
る
。
沢
辺
は
、
皆
川
淇
園
門
下
で

「
山
陰

の
宿
儒
」
と
し
て
名
を
は
せ
た
人
物
で
あ
る
。
宮
津
藩
に
お
い

て
は
、
文
化
五
年
に

「御
側
御
用
人
儒
者
」
と
な
り
、
藩
主
宗

発

の

「文
学
御
相
手
」
を
勤
め
た
。
宗
発
が
藩
主
に
就
任
し
た

当
初
か
ら
、
沢
辺
は
そ
の
身
近
に
勤
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
沢

辺
は
宗
発
よ
り
も
二
十
歳
年
上
で
あ
り
、
当
時
四
十
五
歳

で

あ

っ
た
。
同
七
年

(
一
八

一
〇
)
か
ら
は
、
藩
財
政
に
も
関
わ

る
よ
う
に
な
る
。
宗
発
は
沢
辺
の
政
策
手
腕
も
評
価
し
て
、
藩

政
に
重
用
し
て
い
た
。

つ
ま
り
宗
発
は
、
藩
主
と
し
て
藩
政
に

た
ず
さ
わ
る
に
あ
た
り
、
沢
辺
を
お
お
い
に
頼
り
に
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
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溜

入

を

採

用

し
た

様

子

に

つ

い

て
は

、

沢

辺

の
著

作

『
老

の

く

り

言

』

か

ら

窺

え

る
。

『老

の
く

り

言

』

と

は
、

沢

辺

が

文

政

五

年

(
一
八

二

二

)

に
当

地

で
勃

発

し

た

百

姓

一
揆

の
責

任

を

負

い
、

退

任

・
蟄

居

し
た

そ

の
翌

年

に

、

そ

れ
ま

で

の

い
き

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヨ
 

さ

つ
を

ま

と

め

た
も

の
と

い
う

。

そ

の
内

容

は

、
沢

辺

の
宮

津

藩

政

に
お

け

る

足

跡

を
ま

と

め
た

も

の

で
あ

る
。

沢

辺

は

、
文

化

十

四

年

六

月

二

日

の
条

で

、
溜

入

に

つ

い
て
次

の

よ
う

に
記

 

 

(4
)

し

て

い
る
。

同

(文
化
十
四
年

…
筆
者
註
)
六
月
二
日
、
博
奕
之
御
制

禁
兎
角
不
参
届
候
付
、
溜
小
屋
被
仰
付
、
博
奕
之
者
右
溜

へ
入
置
候
御
法
取
調
并

二
場
所
等
之
義
被
仰
付
候

 
右
に
よ
る
と
、
博
奕

の
禁
止
を
命
じ
て
い
る
が
、

一
向
に
徹

底
し
な

い
の
で
、
溜
小
屋
を
建
設
す
る
と
い
う
命
令
が
で
た
。

そ
し
て
、
博
奕
犯
を
溜
小
屋
に
収
容
す
る
た
め
の
法
を
整
備
す

る
こ
と
、
な
ら
び
に
そ

の
収
容
場
所
を
検
討
す
る
よ
う
命
じ
ら

れ
た
と

い
う
。
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
を
記
し
た
当
人
の
沢

辺
で
あ
る
。
沢
辺
に
溜
入
の
創
設
を
命
じ
た
人
物
は
誰
な
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
は
具
体
的
に
記
し
て
い
な

い
。
し
か

し
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
宗
発
と
沢
辺
の
極
め
て
緊
密
な
関
係

か
ら
は
、
宗
発
が
沢
辺
に
命
じ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
宗
発
は
六
月

二
日
当
時
は
江
戸
に
在
府
し
て
い

 
ら
 

た
。
宗
発
は
、
江
戸
か
ら
溜
入
に
関
す
る
命
令
を
出
し
た
の
で

あ
る
。

 

『老

い
の
く
り
言
』
に
見

ら
れ
る
溜
入
に

つ
い
て

の
記
述

は
、
実
に
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
記
述
か
ら
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
第

一
に
、
当
藩
は
博
奕
犯
の

刑
罰
と
し
て
、
溜
小
屋
に
拘
禁
す
る
刑
罰
を
採
用
し
た
こ
と
で

あ
る
。
第
二
に
、
当
藩
に
お
い
て
溜
入
の
採
用
を
検
討
し
た
の

は
、
文
化
十
四
年
六
月
だ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
溜
入

の
創
設
は
沢
辺
が
そ
の
著
作
に
特
記
す
る
ほ
ど
の
も

の
で
あ

つ

た
。
そ
れ
は
、
沢
辺
が
溜
入
の
創
設
を
、
藩
政
に
と

っ
て
も
、

そ
し
て
沢
辺
の
事
跡
と
し
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
、
認
識

し
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

 
右
の
記
述
に
よ
り
、
溜
入
の
実
現
に
向
け
た
具
体
的
な
計
画
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を
、
沢
辺
が
構
想
し
た

こ
と
が
確
認
で
き
た
。
も

っ
と
も
、
こ

の
記
事

の
み
で
は
、
溜
入

の
採
用
に

つ
い
て
、
そ
の
口
火
を

切

っ
た
具
体
的
な
当
事
者
が
誰
な
の
か
と

い
う
こ
と
は
不
明
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
可
能
性
と
し
て
は
藩
主
宗
発
、

そ
し
て
藩
主
に
政
策
な
ど
を
進
言
す
る
、
ま
さ
に
知
恵
袋
で
あ

る
藩
儒
、
す
な
わ
ち
沢
辺
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
文
化
十
四
年
当

時
、
宗
発
は
三
十
四
歳
、

一
方
、
沢
辺
は
五
十
四
歳
で
あ

っ

(6

)
た
。
い
ず
れ
も
そ
の
学
識
や
、
広
い
人
脈
か
ら
、
徒
罪
と
い
う

も
の
の
有
効
性
を
認
識
し
て
い
る
可
能
性
は
、
両
者
共
に
十
分

に
存
す
る
。

 

と
こ
ろ
で
、
沢
辺
は
溜
入
の
創
設
に
あ
た
り
、
溜
入
に
関
す

る
法
の
整
備
と
、
そ
の
収
容
施
設
を
開
設
す
る
湯
所
を
検
討
す

る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。

こ
の
う
ち
、
文
化
十
四
年
の
法
に
つ
い

て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
確
認
し
て
い
な
い
。
収
容
施
設
の
場

所
も
、
文
化
十
四
年
時

に
つ
い
て
の
位
置
を
示
す
史
料
は
、
確

認
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
ず

っ
と
時
代
が
下
る
が

弘
化
二
年

(
一
八
四
五
)
に
作
成
し
た
宮
津
城
下
絵
図
に
、
溜

 
 
 
 
 
(7
)

が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、
城
下
の
南
西
の
は
ず
れ
の
大
久
保

に
位
置
す
る
。
溜
は
獄
の
近
く
に
設
置
し
て
い
る
。

 
溜
入
は
、
博
奕
犯
や
軽
犯
罪
者
を
収
容
す
る
施
設
で
あ
る
か

ら
、
従
来
か
ら
存
す
る
獄
の
近
隣
に
設
置
す
る
の
は
、
極
め
て

自
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
施
設
を
町
中
に
新
た
に
設
置
す
る

こ
と
は
、
住
民
感
情
か
ら
何
か
と
支
障
が
生
じ
て
困
難
で
あ

る
。
ま
た
、
土
地
の
確
保
は
、
既
に
人
家
が
立
ち
並
ぶ
町
中
で

は
む
ず
か
し
く
、
む
し
ろ
城
下
の
は
ず
れ
な
ら
ば
可
能
で
あ
ろ

う
。
そ
の
た
め
、
溜
は
城
下
の
は
ず
れ
に
設
置
し
た

の
で
あ

る
。
文
化
十
四
年
に
沢
辺
が
開
設
場
所
を
検
討
し
た
の
も
、
こ

の
位
置
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

 
さ
て
、
次
に
溜
入
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
川
向
村
及
び
白
柏
町
の
町
名
主
を
勤
め
た
三

上
氏
の
公
用
日
記
に
存
す
る
。
溜
入
は
専
ら
博
奕
犯
の
刑
罰
と

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

し
て
採
用
さ
れ
て

い
る
。
文
政
十

一
年

(
一
八

二
八
)
六
月

に
、
当
年
の
春
に
博
奕
の
宿
を
科
し
た
罪
に
よ
り
、
猟
師
町
の

甚
助
が
三
十
日
の
溜
入
の
判
決
を
受
け
た
。
甚
助
が
所
属
す
る

組
合
の
者
と
組
頭

・
支
配
名
主

・
月
番
名
主
は
、
甚
助
を
連
行

し
て
町
役
所
に
出
頭
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
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罫
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渡
利
仔
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〕

 
 

 

 

増
戸
彦
右
衡

 
 
、
酒
介

河
原
甚
右
衡
門

 
 

 

 

 
 

 

Ψ
》 騨

皐
署
丁

，駐貿
廿
墜

索
冒
攣

鳥
居
衛

瑚
鯨

婢
卿
智

其
田
躰

》
翠

獅
堵

τ
三

ξ
 
 

¥
V
彎

禦
 
孝
御
憎ρ」4.1隅m

山
川
+
右
衛
門

武
山
剽
吉

ロ
サ
ロ 
 

小
谷
椿
え
丞

飯
原

小
谷
東
助

小
谷
権
乎

増

戸
薦
璽 

、衛

桔
城
虎
え

、加
艦
文

 

切
 

戸

切
諞尸
町
噸自
爪『四
四
十
亠ハ
間
南
下
四
間

 
 
 
，副ヂ

ー団
]

■

 
シ
聾
弊
Ψ

 

 

 

 

.尾
見

助

蜘
十
讐
露
秘

 

町

 

 

 

 
 

 
.夕

、

 

 

 

 
 

 

 

蔀

…あ

'
・

厂F'丶
1{

一

気
宮津藩の溜

   上図の 中央か らや や右上 に溜 があ る。 これ は城 下の西 のは ずれ に位置

   す る。(「弘化二年宮津城下絵図」 よ り)

 
同
年
六
月
六
日
に
も
、
博
奕
を
打

っ
た
川
向
町

の
喜
平
治
が
三
百
日
、
藤
兵
衛

・
嘉
兵
衛
等
が
百

三
十
日
、
清
八

・
亀
蔵
が
百
十
日
、
両
七

・
五
郎

四
郎
等
が
百
日

の
溜
入
を
命
じ
ら
れ
た
。
さ
ら

に
、
同
年
六
月
十
六
日
に
、
同
じ
く
博
奕
を
打

っ

た
罰
と
し
て
、
猟
師
町

の
政
蔵

・
源

四
郎

・
清

蔵

・
他
九
人
が
十
日
の
溜
入
を
命
じ
ら
れ
た
。
同

年
七
月
二
十
四
日
に
は
、
手
慰
み
の
宿
を
貸
し
た

猟
師
町
の
清
兵
衛
が
三
百
日
、
伊
兵
治

・
他
三
名

が
手
慰
み
を
し
た
こ
と
に
よ
り
百
十
日
、
佐
兵

衛

・
他
三
名
も
同
じ
罪
状
に
よ
り
百
日
の
溜
入
を

命
じ
ら
れ
た
。

 
右
の
事
例
で
確
認
で
き
る
溜
入
の
期
間
は
、
十

日

・
三
十
日

・
百
日

・
百
十
日

・
百
三
十
日

・
三

百
日
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
溜
入
の
日
数

は
十
日
単
位
で

一
等
級
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
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(
1
) 
宗

発

の
事

跡
を
ま

と
め

た
史
料

は
、
舞

鶴
市
立

西
図
書

館
所

蔵
糸

井
文
庫

の

「
本
庄
家

譜
」

(卅
六
)
ー

32
、

33
、

34

(
マ
イ

ク

ロ

フ
ィ
ル

ム
恥
90
 
51

・
52

・
53
)

で
あ

る
。

こ
の
家
譜

は

本
庄

家

が

編
纂

し
た
歴
代

の
正
史

で
あ

る
。
な

お
、

「宮
津
市

史
』

史
料
編
第

.
、

巻

(宮

津
市
史

編
さ

ん
委
員

会
編

、
平

成
九

年
)
六
六
～
七

.
頁

の

「本
庄

系
譜
」
に
も
宗
発

に
関
す
る
記
述

が
あ
る
。
こ

の
系
譜

は
、
幕

府

に
提
出
し
た
も

の
で
あ
る
。

(右

の
両

史
料

の
説
明
は
、

い
ず
れ
も

『宮
津
市
史
』
史
料
編
第

二
巻

の
解
説
、

.
七
頁

に
よ
る
)
。

(
2
) 

沢

辺
北
溟

に

つ

い
て
は
、
與
謝

郡
役

所
編

『京

都
府
與

謝
郡

誌
』

下
巻

(昭
和

四
十

七
年

、
名

著
出

版
)

一
一
七

四
～
五

頁
、
笠

井
助
治

著

『近

世
藩
校

に
於

け
る
学
統

学
派

の
研

究
』

上

(吉
川
弘

文
館
、

昭
和

四
卜

四

年
)
八

三
七

頁
、

『宮
津

市

史
』

史
料

編

第

二

巻

、
解

説

二

一
～

二
頁
、
柴

田
純

著

『江

戸
武
士

の
日
常
生

活

素

顔

・
精

神

・
行

動
1

』

(講
談

社

選
書

メ
チ

エ

一
九

六
、
平

成

十

二

年

)
二
〇
五
～
二
二

一
頁

に
紹
介

さ
れ
て

い
る
。

(3
) 

『宮
津
市
史
』
史
料
編
第

二
巻
、
解
説

二

一
頁
に
よ
る
。

(4
) 

右

同
、
四
二
八
頁
。

(5
) 

舞

鶴
市
立
西
図
書
館

所
蔵
糸
井

文
庫

「本
庄

家
譜
」

(宗
発
朝

臣
之
譜

第

三
)
[
(卅
六
)
ー

32
、

マ
イ

ク

ロ

フ
ィ

ル
ム
恥

90
i

51
]

に
、
文
政
十
四
年

六
月

に

つ
い
て
の
記
録

が
あ

る
。

(
6
) 

宗

発

の
年

齢
は
、
註

(
5
)

の
史
料

に
よ

る
と
公

に

は
三
十

六

歳
、
実
際

に
は
三

十
四
歳

と

い
う
。
本
稿

本
文

中

で
は
、
実

際

の

年
齢
を
記

し
た

。

(
7
) 

宮
津

城
ド
絵
図
と

は
、

『宮
津
市
史
』
史
料
編

第
三
巻

(平
成

卜

一
年
)
、
付

図

の

「
1
 
弘

化

二
年
宮

津
城

ド
絵

図

(解

読

図
二

の
こ
と

で
あ

る
。

(
8
) 

本

節

の
以
下

の
事

例
は

い
ず

れ
も
、
文
政

卜

一
年

八

月

「
日

記

(川
向

町
名
主

役
諸
事

控
帳

)
」

(丹
後
国
与

謝
郡
宮
津

元
結

屋

三

上
家

文
書

、
史

料
番

号

二

・
A
ー

皿

・
四
、
宮

津
市

役
所

教
育

委
員

会
市

史
編

さ
ん
室

所
蔵
紙

焼
製

本
史
料

・
三

上
家

文
書
 
四
)

に
よ

る
。
史

料
番
号

は
、
京
都
府

教
育
委

員
会

『京
都

府
古
文

書

調
査

報

告

書
 
丹
後

国
与

謝

郡
宮

津
元

結
屋

ゴ
、上

家
文

書
』

(昭
和

六
十

三

年

)
に
よ
る
。
三

上
家

に

つ
い
て
は
、
報

告
書

に
詳
細

な
説

明

が
あ

る
。
な

お
、
『宮
津

市
史
』
に
当
家

の
日
記

の

一
部

が
翻
刻

さ
れ

て

い

る
が
、
当
該
部
分

は
活
字
化

さ
れ
て

い
な

い
。

2

天
保
期
に
お
け
る
溜
入
の
適
用
と
そ
の
効
果

 
宮
津
藩
の
溜
入
は
、
天
保
期
に
も
継
続
し
て
採
用
さ
れ
、
着

実
に
効
果
を
あ
げ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
当
該
期
に
溜
入
を
適



用

し

た
事

例

を

、

引
き

続

き

三
上

氏

の
公

用

日

記

か

ら

見

て

み

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
り

よ
う

。

ま

ず

、

天
保

四
年

(
一
八

三

三
)

の
事

例

で
あ

る
。

町
奉
行
手
附

 
物
書

・
小
頭
ハ
当
人
之
心
得

」

232(25) 丹後国宮 津藩の溜入について

二
月
廿
八
日
、
伊
根
屋
長
四
郎
溜
入
、
出
精

二
付
御
免
被

仰
付
、
当
春
6
御
厳
法

二
付
、
御
礼
廻
り
左
之
通
り
、

 

(

 
 
両
町
奉
行

 
 
 
 
 
 
 
 
 
是
者
名
主
・
組
頭
両
人
引
連

 
 
 
 
 
 
 
 
 
御
礼
二
参
候
、

 
 
御
目
附
月
番

 
 
町
奉
行
手
附
 
是
者
名
王
了
簡
之
上
引
連
参
候

 
 
御
徒
目
附
 
壱
人
 
溜
掛
り
役

 

(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
是
者
組
頭
引
連
参
申
候

 
 
下
目
附
 
 
壱
人
 
溜
掛
り
役
名
王
者
参
り
不
申
候

(羅

物
圭.
右
黒

灘

者当
人
之

(貼
書

)

「

 
溜
御
免
御
礼
と
し
て

両
月
番
 
 
勘
助
殿

 
 
 
 
 
ヒ
ぐ
辷
参
り
不
申

 
 
 
 
 
儀
兵
衛

 
 
 
 
 
辷
 ヒ
 〉丶

両
奉
行

御
目
付
月
番
山
田
遊
馬

御
徒
目
附

・
下
目
付
溜
懸
り
斗

是
書
付
、
御
手
前

林
鹿
右
衛
門
様
6

参
り
申
候

 
ま
ず
右
の
記
録
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。
溜

入
に
服
し
て
い
た
長
四
郎
が
、
改
心
し
て
仕
事
に
励
む
よ
う
に

な

っ
た
の
で
、
溜
か
ら
釈
放
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
釈
放
す
る

際
に
は
、
「
当
春
」
す
な
わ
ち
天
保

二
年

の
春
か
ら
、
釈
放
者

の
町
名
主
や
組
頭
が
、
両
町
奉
行
を
は
じ
め
と
す
る
領
主
側

の

役
人
ら
に
お
礼
廻
り
を
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

際
に
礼
を
い
う
主
体
と
そ
れ
を
受
け
る
対
象
に
つ
い
て
、
具
体

的
に
記
し
た
の
で
あ
る
。

 
こ
の
記
録
か
ら
注
目
す
べ
き
点
は
、
第

一
に
溜
入
の
適
用
に

よ
り
、
勤
労
意
欲
を
回
復
し
た
者
が
存
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
溜
入
が
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。
第
二
に
、
溜
か
ら
釈
放
す
る
折
に
は
、
町
名
主
ら

が
関
係
者
に
お
礼
廻
り
に
赴
く
こ
と
が
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
溜
と
い
う
刑
罰
が
、
単
に
応
報
的
な
刑
罰

で

は
な
く
、
教
化

・
改
善
を
目
的
と
し
た
仁
恵
の
措
置
ゆ
え
、
出
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所
し
た
折
に
は
、
領
主
側
の
関
係
者
に
対
し
て
、
町
名
主
ら
が

お
礼
に
出
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

同
年

の
溜
入
に
つ
い
て
の
事
例
を
、
も
う

一
つ
あ
げ
て
お
こ

(
2

)
う
。

 
 
 

六
月
廿

一
日
朝
六
ツ
半
時
、
左
之
人
数
呼
出

 
 

藤
兵
衛
後
家
宿
致
候
二
付
、 
 
 
 

川
向
町
塩
屋
藤
兵
衛
後
家

 
 

二
貫
文
過
料
追
込
 

 
 
 
 
 
 
 

も
と

 
 

は
り
ま
屋
与
助
兄
新
介
宅
二
て
新
助
 
漁
師
町
播
磨
屋

 
 

留
守
中
二
宿
致
候
二
付
、
四
百
日
溜
入
 
 
与
助

 
 

嘉
平
百
日
溜
入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
同
町
田
辺
屋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
喜
平

 
 

七
五
郎
弍
百
十
日
溜
入
 
 
 
 
 
 
同
町
森
本
屋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七
五
郎

 
 

和
平
二
弍
百
十
日
溜
入
 
 
 
 
 
 
同
町
丹
波
屋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
和
平
二

 
 

半
兵
衛
先
達
而
6
吟
味
牢
へ
入
り
候
 
同
町
□
屋

 
 

二
付
先
日
承
知
印
二
て
御
呼
出
御
座
 
 
 
半
兵
衛

 
 

候
得
共
今
日
者
呼
出
無
御
座
候

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

右
組
合
弍
人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
組
頭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
配
名
主

 
 
 
 
 
 
 
 
月
番
名
主

右
之
者
、
明
十
四
日
六

ツ
半
時
召
連
、
役
所

へ
可
罷
出

候
、
尤
印
形
持
参
之
事
、

 
 

六
月
十
三
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町
役
所

 
右
、
博
奕
致
候
二
付
、
是
迄
二
御
吟
味
相
済

二
付
、
承

 
知
印
形
致
候
、

塩
屋
藤
兵
衛
後
家

博
奕
宿
致
候
二
付

向
三
軒
両
隣
之
者

塩

屋
庄

二
郎
、
隣

二
居
申

、
組
頭
相

勤
居

(
 
二
付
、
追
込
、
其
上
五
百
文
過
料

、

 
大
黒
清
六
、
向

二
候
所
、
組
頭
役
致

居
候

付
、
追
込
、
過
五
百
文
、

 
五
百
文
過
料
 
山
良
屋
喜

平
二
、
隣

 
五
百
文
過
料
 
傘
屋
平
兵
衛
、
向

 
こ
の
記
事
は
、
博
奕
犯
お
よ
び
博
奕

の
宿
を
貸
し
た
者
が
摘

発
さ
れ
、
そ
の
者
た
ち
を
町
役
所
に
連
行
す
る
た
め
の
召
還
状

に
、
各
自
の
処
分
を
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
町
奉
行
が
召

還
状
を
作
成
し
た
日
が
六
月
十
三
日
、
出
頭
す
る
日
は
翌
十
四

日
、
判
決
結
果
を
知
ら
せ
る
為
に
呼
び
出
し
た
日
が
二
十

一
日

で
あ
る
。
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溜
入
は
博
奕
犯
お
よ
び
そ
の
宿
を
貸
し
た
者
に
対
し
て
科
す

刑
罰
と
し
て
適
用
し
て
い
る
。
但
し
、
宿
を
貸
し
た
者
が
女
性

の
場
合
は
、
溜
入
は
科
さ
ず
過
料
と
追
込
に
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
溜
入
と
は
男
性
に
科
す
刑
罰
で
あ
り
、
女
性
に
は
適
用
し

な
か

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

(こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿

3

で
後
述
す
る
)
。

一
方
、
博
奕
の
宿
を
貸
し
た
者
に
対
す
る
連

帯
責
任
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
向
三
軒
両
隣
の
者
に
は
、
追
込
や

過
料
を
科
し
て
い
る
。

 
な
お
、
こ
の
事
例
で
は
具
体
的
に
博
奕
を
打

っ
た
者
の
溜
入

と
し
て
、

一
〇
〇
日
と

二

一
〇
日
、
博
奕
宿
を
貸
し
た
者

に

は
、
四
〇
〇
日
の
収
容
期
間
が
確
認
で
き
る
。

 
博
奕
犯
な
ら
び
に
博
奕
の
宿
を
貸
し
た
者
、
お
よ
び
そ
の
関

係
者
を
処
罰
し
た
事
例
は
、
天
保
七
年

(
一
八
三
六
)
に
も
存

 
(3
)

す
る
。

 
 
 
 
 
天
保
七
年
申
二
月
廿

一
日
、

(攤
繍鸚
憊
飃
韓
猛

申

談

、

杉
末
町
小
倉
屋

 
 
 
 
助
五
郎

藤
七
宿
致
候
、
其
上
連
中

 
三
百
十
日
溜
入

 
百
日
溜
入

 
百
日
溜
入

 
百
日
溜
入

宿
藤
七
隣
家
二
付

 
五
百
文
過
料

宿
向
二
付

 
五
百
文
過
料

同
町
 
大
野
屋

 
 
 
 
藤
七

同
 
 
 
瓦
屋

 
 
 
 
清
三
郎

同
 
 
河
部
屋

 
 
 
 
藤
助

同
 
 
大
嶋
屋

 
 
清
左
衛
門

同
 
 
万
十
屋

 
 
 
 
清
助

同
 
小
問
物
屋

 

 

 
 

ゆ

し

 
右
も
、
博
奕
犯
と
博
奕

の
宿
を
貸
し
た
者
が
溜
入
と
な
り
、

博
奕
宿
の
近
隣
の
者
が
連
帯
責
任
と
し
て
過
料
と
な

っ
た
。
溜

入
の
期
間
は
博
奕

の
宿
を
貸
し
た
上
、
博
奕
に
も
加
わ

っ
た
者

が
三

一
〇
日
、
組
頭
と

い
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
博
奕
を
打

っ

た
者
が
二
五
〇
日
、
そ
の
他
の
博
奕
犯
は

一
〇
〇
日
で
あ

っ

た
。

 
以
上
の
、
三
つ
の
事
例
か
ら
、
天
保
年
間
に
お

い
て
は
、
当

地
で
は
溜
入
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
溜
入
に
よ

り
改
心
す
る
者
が
お
り
効
果
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
溜
入
は
博
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奕
の
宿
を
貸
し
た
者
や
博
奕
を
打

っ
た
者
な
ど
、
博
奕
に
直
接

関
与
し
た
者
に
対
す
る
刑
罰
で
あ
り
、
そ
の
連
帯
責
任
を
問
わ

れ
る
者
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
は
過
料
な
ど
が
採
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
そ
し
て
釈
放

の
際
に
は
町
名
主
ら
が
お
礼
廻
り
を
し

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。

 
次
に
、
天
保
期
の
宮
津
藩
の
溜
入
に
関
す
る
、
他
藩
か
ら
見

た
評
価
を
示
し
て
お
き
た
い
。
天
保
期
に
お
い
て
、
宮
津
藩

の

溜
入
を
高
く
評
価
し
、
こ
れ
を
手
本
に
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

た
の
は
、
幕
府
老
中
を
勤
め
る
水
野
忠
邦
の
領
国
で
あ
る
浜
松

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4
)

藩
で
あ
る
。
当
時
、
浜
松
藩
も
徒
罪
を
採
用
し
て
い
た
。
し
か

も
、
浜
松
藩
は
徒
罪
を
、
浜
松
に
転
封
す
る
前

の
領
国
で
あ
る

唐
津
藩

の
頃
か
ら
採
用
し
て
い
た
。
宮
津
藩

の
溜
入
が
、
当

時
、
徒
罪
を
採
用
し
て
い
る
藩
か
ら
、
手
本
と
す
べ
き
も
の
と

評
価
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
宮
津
藩
の
溜
入
が
、
実
に
有
効

に
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

 
宮
津
藩
が
溜
入
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
浜
松

藩
の

「戸
律
断
例
裁
旨
」
九
巻
に
記
載
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は

天
保
十
四
年

(
一
八
四
三
)
四
月
の
記
事
で
、
次
の
よ
う
な
記

 

 

 ら
 

述

で

あ

る

。

丹
後
宮
津
二
而
は
、
博
奕
打
、
其
外
少
々
宛
之
罪
は
、
悉

く
徒
二
被
仰
付
、
年
数
を
経
候
而
当
時

ハ
下
方
居
合
宜

敷
、
都
而
御
仁
恵
二
服
し
候
由
、
良
有
司
之
所
為
之
趣
、

浜
松

御
領
中
も
右
様
仕
度
心
掛
罷
在
候
儀
二
而

(下
 
 
略
)

 

浜
松
藩
は
、
浜
松
領
内
に
お
け
る
当
該
刑
罰
の
こ
と
を
徒
罪

と
称
し
て
い
る
の
で
、
宮
津
藩
に
存
す
る
同
様
の
刑
罰
に
つ
い

て
も
徒
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
徒
こ
そ
が
宮
津
藩
に
お
け
る
溜

入
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

 

右
の
記
述
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
第

一
に
宮
津
藩
の
溜

入
は
、
博
奕
犯
の
他
に
軽
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
罰
で
あ

っ
た
こ

へ
 

 
と
、
第
二
に
溜
入
を
採
用
し
て
か
ら
年
月
を
経
た
当
時
に
お

い

て
そ
の
効
果
が
あ
り
宮
津
藩
の
領
民
が
改
善
し
て
い
る
こ
と
、

第
三
に
領
民
が
改
善
し
た
の
は
、
溜
入
の
採
用
と
い
う
藩
の
仁

恵
の
措
置
に
服
し
た
ゆ
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
四
に
浜
松
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藩
領
内
に
お

い
て
も
宮
津
藩
の
よ
う
に
す
べ
く
心
が
け
よ
う
と

 
 
 
 
 
 
 
(7
)

し
た
点
な
ど
で
あ
る
。

 

こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
浜
松
藩
と

い
う
他
者
か
ら
見
た
宮
津
藩

の
徒
罪
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ

っ
た
。
簡
単
な
記
述
で
は
あ
る

が
、
当
時
、
浜
松
藩
が
、
宮
津
藩

の
徒
罪
を
領
民
の
改
善
の
た

め
に
有
効
な
も
の
と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。

 
な
お
、
天
保
十
四
年
当
時

の
宮
津
藩
の
藩
主
は
、
宗
秀
に
代

替
わ
り
し
て
い
た
。
溜

入
を
創
設
し
た
宗
発
は
、
そ
の
三
年
前

の
天
保
十

一
年

(
一
八
四
〇
)
に
没
し
て
い
る
。
新
た
な
藩
主

宗
秀
は
、
先
代
が
創
設
し
た
溜
入
を
、
襲
封
直
後
は
引
き
続
き

採
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
継
承
に
よ

っ
て
、
領
内
に
お

い
て
博
奕
犯
や
軽
犯
罪
者
が
減
少
し
、
溜
入
は
充
実
し
た
成
果

を
も
た
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
天
保
十
四
年
に
お
い
て
、
宮

津
藩
の
溜
入
は
、
領
民

の
風
紀
改
善
に
対
し
て
有
効
な
政
策

だ

っ
た
の
で
あ
る
。

(
1
) 

『宮
津
市
史
』
史
料
編
第

三
巻
、 

匿
九
～

一
二
〇
頁

。
原

史

料
名

は
、
天
保

二
年
正
月

「名

主
役

日
記
扣
」

(史
料

番
号

四

・
A
-

皿

・
一
)
。
宮
津
市

役
所

教
育

委
員

会
市

史
編

さ

ん
室

紙
焼

製

本

史

料
、
三
上
家
文
書

 
十

四
。

(
2
) 

右
同
書
、

一
二
二
～

一
二
三
頁
。

(
3
) 

右
同
書
、

二
二
九
頁

。

(
4
) 

水
野
忠

邦
藩
主

時
代

の
浜
松
藩

に
お
け

る
徒
罪

の
採
用

に

つ

い
て

は
、
拙

稿

「
浜

松

藩

の
徒
罪
-
水

野

忠

邦

に

よ

る
藩

政

の

一

斑
ー
」

(
『法
史
学
研
究
会

会
報
』

(明
治
大
学

法
学
部
)
第

六
号

、
平

成
十
三
年
)

に
ま
と
め
た
。

(
5
)

國
學
院
大
学
図
書
館
所
蔵

コ
尸
律

断
例
裁
旨
」

(
『諸
帳
面
』
架

号

W
ー

二

二

一
六
、
水

野
忠
欸
氏

旧
蔵

図
書
)
九

巻
ー

三

三

「
天
保

十

四
年

四
月
-
婦

人
并
穢

多

・
非
人

共
博
奕

打

候
も

の
共
、
紡

績
并

藁
細

工
、
其
外
手
業
為
致
候

二
付
、
取
扱
方
相
伺
候
書
付
」

(6
) 

と

こ
ろ

で
、
第

一
に
指
摘

し
た
溜

入
を
適

用
す

る
対
象

者

に

つ
い
て
は
、
文

化
十

四
年

の
記
事

で
は
博

奕

犯
と
あ

り
、

一
方
、
天

保

十
四
年

の
記
録

に
は
博
奕

犯
と
軽

犯
罪
者

と

い
う

よ
う

に
、
若

干

の
差
異

が
あ
る
。
こ

の
よ
う

に
対

象

が
変

化
し
た

の
は

い

つ
頃

か
ら

な

の
か
特
定
す

る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。

(
7
) 

こ

の

「
戸
律
断

例
裁

旨
」

の
記

事

に
よ

る
と
、
浜

松

藩

は
徒

罪
を
領

主
か

ら
領
民

に
対
す

る

「御

仁
恵
」

の
措
置

と
認

識
し

て

い
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る

こ
と
が
、
確
認

で
き

る
。
徒

罪
と
類

似
す

る
も

の
と
し

て
、
幕

府

の
人

足
寄
場

が
あ

る
。
無

宿

・
野
非
人

の
授
産

・
更

生
を

目
的
と

し

て
発
足

し

た

こ

の
制

度

は
、
幕

府

に

よ
る

「
御

仁

恵
」

の
措

置

で

あ

っ
た
。
徒
罪
と

人
足
寄

場
と

の
相
互
関

連
性
も

、
今
後

検
討
す

べ

き
課
題

で
あ

ろ
う
。

3

 

嘉

永

・
安

政

期

に

お

け

る

溜

入

の

状

況

 
宗
秀
が
藩
主
に
就
任
し
た
後
も
継
承
さ
れ
て
、
そ
の
充
実
し

た
効
果
が
世
に
評
価
さ
れ
て
い
た
溜
入
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、

様
子
が
か
わ

っ
て
く
る
。
嘉
永
五
年

(
一
八
五
二
)
頃
に
は
、

博
奕
犯
や
軽
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
溜
入
を
適
用
し
な

く
な

っ
て
い
た
。
溜
入
を
採
用
し
た
文
化
十
四
年
か
ら
は
、
も

は
や
三
十
五
年
の
年
月
が
流
れ
、
浜
松
藩
が
そ
の
充
実
し
た
効

果
に
注
目
し
た
天
保
十
四
年
か
ら
も
、
既
に
九
年
が
た

っ
て
い

た
。

 
宮
津
藩
領
の
丹
後
国
与
謝
郡
算
所
村
の
庄
屋
を
勤
め
る
西
原

氏
が
、
嘉
永
五
年
四
月
六
日
の

「御
用
帳
」
に
、
次
の
よ
う
に

 
 
 
 
  
 

記
し
て
い
る
。

以
廻
状
申
達
候
、
然
は
博
奕
賭
之
諸
勝
負
御
法
度
之
儀

は
、
前

々
被
 
仰
出
有
之
、
何
れ
も
相
弁
候
事

二
可
有
之

候
得
共
、
近
年
溜
入
等
も
不
申
付
候
二
付
而
ハ
、
自
然
相

緩
心
得
違
之
者
も
有
之
哉

二
相
聞
、
不
埒
之
至

二
候
、
右

二
付
、
此
度
改
而
御
役
人
共

へ
被
 
仰
付
候
義
も
有
之
、

厳
重
之
御
取
計
可
有
之
、
以
後
心
得
違
無
之
様
可
致
候
、

右
之
段
被
仰
出
候
間
、
末

々
迄
急
度
可
申
付
置
候
、
以

上
、

 
四
月
六
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
大
野
平
右
衛
門

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(傍
点
筆
者
)

 
博
奕
や
賭
け
事

に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
禁
止
し
て

い
る

が
、
近
年
は
こ
の
違
反
者
に
溜
入
を
科
さ
な
く
な

っ
て
い
た
。

そ
の
結
果
、
風
紀
が
弛
緩
し
て
博
奕
に
手
を
染
め
る
者
が
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
不
心
得
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
こ
の
度
、
役
人
た
ち
に
博
奕
や
賭
け
事
を
厳
重
に
取
り
締
ま

ら
せ
て
、
以
後
、
不
届
き
な
行
為
が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
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溜
入
を
適
用
し
な
か

っ
た
た
め
に
、
不
心
得
者
が
生
じ
た
と

い
う
こ
と
は
、
溜
入
を
適
用
し
て
い
た
当
時
は
、
そ
れ
に
よ

っ

て
不
心
得
者
が
少
な
く
な

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
溜
入
は
そ
の
採
用
当
時
、
不
心
得
者
を
減
少
さ
せ
る

効
果
が
確
か
に
あ

っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ

う
に
効
果
が
あ

っ
た
溜
入
を
、
嘉
永
五
年
当
時
に
は
な
ぜ
適
用

し
な
く
な

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
現

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

在
の
と
こ
ろ
は
不
明

で
あ
る
。
な
お
、
嘉
永
七
年

(
一
八
五

四
)
四
月
に
も
、
同
じ
趣
旨
の
通
達
が
あ
り
、
溜
入
の
廃
止
は

 
 
 
 
 
 
 
 

 ヨ
 

依
然
と
し
て
続
い
て
い
た
。

 
と
こ
ろ
で
そ
の
後
、
安
政
年
間
に
は
、
溜
入
を
積
極
的
に
採

用
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、
「三
廳
小
則
」
と
い

う
、
宮
津
藩
の
刑
事
関
係
史
料
に
よ
る
。
三
廳
と
は
町
奉
行

・

寺
社
奉
行

・
郡
奉
行
の
こ
と
で
あ
る
。
収
載
し
て
あ
る
史
料

は
、
嘉
永
年
間
の
年
記
を
も

つ
も
の
が
主
で
あ
る
。
こ
の
附
録

と
し
て
文
末
に

「町
在
博
奕
打
候
者
御
咎
筋
向
後
左
之
通
取

極
」
が
収
載
し
て
あ
る
。
年
記
を
欠
く
が
、
安
政
二
年

(
一
八

五
五
)
に
制
定
し
た
も

の
で
あ
る

(こ
の
年
代
の
根
拠
に

つ
い

て
は
後
述
)
。
こ
れ
は
博
奕
や
賭
け
事
を
行
な

っ
た
者
に
対
す

る
刑
罰
に
関
す
る
取
り
決
め
で
あ
る
。
そ

の
構
成
は
、
博
奕

宿

・
博
奕
犯

・
軽

い
賭
け
事
の
三
つ
に
大
別
し
た
上
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
当
事
者
と
連
帯
責
任
を
負
わ
さ
せ
る
者
に
つ
い
て
、
処

罰
を
具
体
的
に
掲
げ
て
い
る
。
博
奕

へ
の
関
わ
り
方
や
前
科
の

度
数
に
よ

っ
て
、
刑
罰
を
細
か
く
規
定
し
て
い
る
。
刑
罰
は
溜

入
の
他
に
、
過
怠
牢

・
所
払

・
敲

・
過
料

・
叱
り

・
急
度
叱
り

な
ど
が
見
ら
れ
る
。
長
文
で
あ
る
が
、
そ
の
全
文
を
次
に
示
し

 
 

(4
)

て
お
こ
う
。

一
博
奕
筒
取
竝
宿

初
度

弐
度
目

三
度
目

四
度
目

三
百
日
溜
入

六
百
日
溜
入

百
日
過
怠
牢
之
上
五
百
日
溜
入

 
但
、
過
怠
牢
中
鹽
気
断

敲
之
上
、
住
所
之
最
寄
村
々
構
所
拂

 
但
、
筒
取
竝
宿
之
者
連
中
に
加
り

 
候
共
、
別
段
之
科
二
不
及
本
文
之
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通

一
悪
賽
竝
出
目
博
奕

二
准
し
候
者
、
其
外
巧
ミ
候
様
有
之

品
 
 

重
キ

ハ
 

 
六
百
日
溜
入

一
一
旦
博
奕

い
た
し
溜
入
、
其
後
博
奕
宿

い
た
し
候
者

 
 
 
 
 
 
 

四
百
五
十
日
溜
入

一
亭
主
近
所
に
罷
出
留
守
中
女
房
宿

い
た
し
候
者

 
 

亭
主
 
 
 

三
百
日
溜
入

一
博
奕
候
者

 
 

初
度
 
 
 
百
日
溜
入

 
 

弐
度
目
 
 
二
百
日
溜
入

 
 

三
度
目
 
 
過
怠
牢
百
五
十
日

 
 
 
 
 
 
 
 

但
、
鹽
気
断

 
 

四
度
目
 

 
所
払

 
 

五
度
目
 
 
敲
之
上
、
住
所
之
最
寄
村
々
構
所
払

 
 
 
 
 
 
 
 

但
、
手
出
し

ハ
不
致
共
、
其
場
二

 
 
 
 
 
 
 
 

居
合
候
も
の
、
連
中
同
様
之
咎

一
博
奕
宿
町
方
向

三
軒
両
隣

 
 
 
 
 
 
 

過
料
銭
三
貫
文

 
 
 
 
 
 
 
 

但
、
明
屋
物
置
等
有
之
家
居
隔
居

 
 
 
 
 
 
 
 

候
得
者
咎
不
及

一
同
断
在
方
五
人
組

 
 
 
 
 
 
 

過
料
銭
三
貫
文

 
 
 
 
 
 
 
 

但
、
家
居
隔
居
候
得
者
無
構

一
町
方
組
頭

在
方
庄
屋
 
 
 
過
料
銭
弐
貫
文

一
在
方
年
寄
 
 
 
過
料
銭
壱
貫
文

 
 
 
 
 
 
 
 

但
、
時

二
寄
大
庄

屋

・
名

主
叱

 
 
 
 
 
 
 
 

り
、
又
ハ
急
度
叱
り

一
寶
引
歌
か
る
た
宿
 
百
日
溜
入

 
 
 
 
 
 
 
 

女
は
五
貫
文
以
上
之
過
料

 
 
 
 
 
 
 
 
 

但
、
過
料
難
差
出
者

ハ
押
込

一
軽
賭
之
寶
引
読
か
る
た
打
候
者

 
 
 
 
 
 
 

五
十
日
溜
入

 
 
 
 
 
 
 

女

ハ
三
貫
文
以
上
之
過
料

 
 
 
 
 
 
 
 

但
、
前
同
断
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一
同
宿
町
方
向
三
軒
両
隣

 
 
 
 
 
 
 
 
過
料
銭
弐
貫
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
但
、
明
屋
物
置
等
有
之
家
居
隔
居

 
 
 
 
 
 
 
 
 
候

ハ
、
不
及
咎

一
同
断
在
方
五
人
組

 
 
 
 
 
 
 
 
過
料
銭
弐
貫
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
但
、
家
居
隔
候

ハ
・
無
構

一
町
方
組
頭

 
在
方
庄
屋
 
 

 
過
料
銭
壱
貫
文

一
在
方
年
寄
 
 
 
過
料
銭
五
百
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
但
、
時

二
寄

大
庄

屋

・
名
主

叱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
、
又

ハ
急
度
叱
り

右
、
宝
引
読
か
る
た
も
、
其
節
之
始
末
に
寄
、

一
同
博
奕

同
前
之
咎
、
以
上

、

 
右

の
記
載
か
ら
、
注
目
す
べ
き
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
第

一
に
、
溜
入
は
博
奕
宿

・
博
奕
犯
な
ら
び
に
宝
引
き

・
歌
か
る

た

・
軽

い
賭
け
事
な
ど
、
実
際
に
博
奕
に
関
わ

っ
た
者
に
対
す

る
刑
罰
と
規
定
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
連
帯
責

任
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
向
三
軒
両
隣
や
五
人
組
、
村
役
人
な
ど

に
は
主
と
し
て
過
料
を
適
用
し
、
決
し
て
溜
入
を
科
す
こ
と
は

な
か

っ
た
。

 
第

二
に
、
溜
入

の
収
容
期
間
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
六
種
類

の
期
間
を
設
定
し

て
い
た
。
そ
れ
は
、

一
〇
〇

日
、
二
〇
〇
日
、
三
〇
〇
日
、
四
五
〇
日
、
五
〇
〇
日
、
六
〇

〇
日
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
収
容
期
間
が
極
め
て
長
期
に

亘

っ
て
い
る
。

 
第
三
に
、
溜
入
を
他
の
刑
罰
と
併
用
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
博
奕
の
筒
取
並
び
に
宿
を
貸
し
た
三
犯
に
対
し
、

一

〇
〇
日
の
過
怠
牢
と
五
〇
〇
日
の
溜
入
を
設
定
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
二
種
類
の
拘
禁
刑
を
併
用
す
る
事
例
は
、
現
在
の

と
こ
ろ
管
見
で
は
他
藩
に
例
を
見
な
い
。

 
第
四
に
、
溜
入
は
男
性
に
科
す
刑
罰
で
あ
り
、
女
性
に
は
適

用
し
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
亭
主
の
留
守
中
に
妻

が
博
奕
の
宿
を
貸
し
た
場
合
は
、
妻
本
人
で
は
な
く
亭
主
が
そ

の
代
わ
り
に
三
〇
〇
日
の
溜
入
に
な
る
。
こ
れ
は
収
容
期
間
が
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長
期
に
亘
り
、
厳
し
い
措
置
で
あ
る
。

 
な
お
、
宝
引

・
歌
か
る
た
の
宿
を
貸
し
た
場
合
、
男
性
は

一

〇
〇
日
の
溜
入
で
あ
る
が
、
女
性
は
五
貫
目
以
上
の
過
料
、
万

一
過
料
が
支
払
え
な
い
場
合
は
押
込
で
あ
る
。
軽

い
賭
け
の
宝

引
き
や
読
み
か
る
た
を
打

っ
た
者
は
、
男
性
は
五
〇
日
の
溜
入

で
あ
る
が
、
女
性
は
三
貫
文
以
上
の
過
料
、
支
払
え
な

い
場
合

は
押
込
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
溜
入
は
男
性
に
は
科
す
が
、

女
性
に
は
科
さ
ず
、
そ

の
代
わ
り
に
過
料
や
追
込
と

い
っ
た
よ

り
軽

い
刑
罰
に
代
替
し
た
り
、
夫
が
代
わ
り
に
溜
入
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

 
以
上
に
見
て
き
た

「
町
在
博
奕
打
候
者
御
咎
筋
向
後
左
之
通

取
極
」
の
博
奕
犯

・
博
奕
宿
な
ら
び
に
賭
け
事
に
関
す
る
刑
罰

の
取
り
決
め
は
、
当
事
者
と
そ
の
地
縁
的
な
関
係
者
全
員
に
及

ぶ
、
極
め
て
詳
細
な
規
定
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
、
当
地

の
町
や
村
に
蔓
延
し
て

い
た
博
奕
に
対
し
て
、
藩
当
局
が
徹
底

的
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
、
積
極
的
な
姿
勢
の
表
れ
と
い
え
よ

う
。

 
と
こ
ろ
で
、
安
政
五
年

(
一
八
五
八
)
六
月
七
日
に
、
郡
奉

行

か

ら

一
つ
の
通

達

が

な

さ

れ

る

。

こ

れ

は

「去

卯

年

」

す

な

わ

ち

安

政

二
年

(
一
八

五

五

)

に
決

定

し

て

通
達

し
た

博

奕

犯

に

つ

い
て

の
処

罰

に
対

し

て

、
追

加

す

る
も

の
で
あ

っ
た

。

溜

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 う
 

入

に
関

す

る

補

足

は

、

次

の
通

り

で

あ

る

。

一
亭
主
近
所
江
罷
出
留
守
中
、
女
房
宿

い
た
し
候
者
亭
主

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三
百
日
溜
入

 

是

ハ
遠
近
之
境
難
相
分
二
付
、
他
出
有
之
有
無

二
而

 

相
定
可
申
事
、

 
 

但
、
亭
主
他
出
留
守
二
無
相
違
候

ハ
、
女
房
宿
之

 
 

咎
、
亭
主
無
構
、

 
安
政
二
年
時
の
決
定
で
は
、
夫
が
近
所
に
出
か
け
て
留
守
の

時
に
、
妻
が
博
奕

の
宿
を
貸
し
た
場
合
に
、
戸
主
を
三
百
日
の

溜
入
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
「近
所
」
と

い
う

こ
と

で
は
、
ど
の
程
度

の
範
囲
を
近
所
と
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の

境
界
を
設
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
問
題
に
な

っ
た
。

そ
こ
で
、
夫
が

「他
出
」
す
な
わ
ち
所
在
が
村
外
で
あ
る
場
合
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に
は
夫
は
責
任
を
問
わ
れ
ず
無
罪
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
夫
が
妻
の
行
動
を
実
際
に
監
督
で
き
る
範
囲
に
い
た
か
ど

う
か
と

い
う
こ
と
を
、
処
罰
の
目
安
に
す
る
こ
と
に
し
た
の
で

あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
右
の

=

亭
主
近
所
江
罷
出
留
守
中
、
女
房
宿

い
た
し
候
者
亭
主
 
三
百
日
溜
入
」
と

い
う
部
分
は
、
前
述
し

た

「町
在
博
奕
打
候
者
御
咎
筋
向
後
左
之
通
取
極
」
に
全
く
同

文
が
存
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
記
事
の
文
末
に
は
、
「但
、
本

文
是

ハ
書
之
分
去
卯
年
伺
書
之
ヶ
条
江
、
朱
書
二
而
書
加

へ
有

 
 
 
 
 

(6
)

之
候
事
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
安
政
五
年
の
決
定
と
は
、
安
政

二
年
の
決
定
事
項
に
つ
い
て
の
補
足
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

「町
在
博
奕
打
候
者
御
咎
筋
向
後
左
之
通
取
極
」
は
明
確
な
年

期
を
欠

い
て
い
た
が
、
安
政
二
年
に
決
定
し
た
も
の
と
確
定

で

き
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
、
こ
こ
で
溜
入
を
実
際
に
適
用
し
た
事
例
を
み
て
み
よ

う
。
そ
れ
は
、
町
奉
行
を
勤
め
た
塩
田
氏
の
手
記
に
存
す
る
。

溜
入
に
処
せ
ら
れ
た
の
は
、
職
人
町
に
住
む
佐
渡
屋
六
治
で
あ

る
。
安
政
五
年
の
こ
と

で
あ

っ
た
。
六
治
は
溜
に
お
い
て
大
病

を

煩

っ
た

た

め

、

そ

の
措

置

に

つ

い

て
検

討

し

た

記

事

で
あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

る
。

こ

こ

に

一
連

の
当

該

記

事

を

紹

介

し

て
お

こ
う

。

同

(十
月
ー
筆
者
註
)
四
日
晴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職
人
町
佐
渡
屋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
治

右
之
者
、
溜
入
被
仰
付
居
候
處
、
大
病
之
旨
小
頭
6
申

出
、
御
目
付
重
兵
衛

へ
相
合
、
御
用
人
左
門
へ
相
達
、
宿

元

へ
下
ヶ
遣
候
様
取
計
可
申
旨
、
伝
平

へ
申
談
、
跡
6
願

書
可
差
出
旨
申
談
置
、

同

(十
月
ー
筆
者
註
)
七
日
晴

一
溜
入
中
佐
渡
屋
六
治
大
病

二
付
、
暫
時
溜
入
御
免
願
、

 
忰
莫
助
願
書

二
致
出
者
、
容
躰
書
相
添
指
出
し
候

二

 
付
、
猶
又
当
役
添
書

い
た
し
、
月
番
御
用
人
達
、

一 同

(十

一
月

-

筆

者

註

)

十
九
日
雨

 
 
京
海
屋

佐
渡
屋
六
治
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右
之
者
、
溜
入
被
仰
付
居
處
、
大
病
二
付
、
宿
元

へ
下
ヶ

遣
候
處
、
昨
夕
病
気

い
た
し
候
旨
、
小
頭
6
届
出
、
月
番

御
用
人

へ
相
達
、
町
同
心
見
届
候
差
遣
、

同

(十

一
月
ー
筆
・者
註
)
廿
日
雨

 
 
(略
)

一
溜
入
佐
渡
屋
六
治
見
届
、
同
心
昨
日
罷
越
引
取
、

 
小
頭
差
出

口
書

 
ま
ず
、
前
半
の
十
月

の
記
事
で
あ
る
。
六
治
は
溜
入
に
服
し

て
い
た
が
、
そ
こ
で
大
病
を
煩

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
宿
元

す
な
わ
ち
身
内
の
と
こ
ろ
に
、
病
気
が
治
癒
す
る
迄
の
間
、

一

時
的
に
帰
宅
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
の
手
続
き
と
し

て
、
身
内
に
引
き
取
り
願
い
を
提
出
す
る
こ
と
を
促
し
た
。
身

内
と
し
て
六
治
の
息
子

の
莫
助
が
願
書
を
提
出
し
た
の
で
、
そ

れ
に
容
体
書
と
当
役
の
添
書
を
揃
え
て
月
番
の
用
人
に
提
出
し

た
。
六
治

の

一
時
出
処
を
検
討
し
た
の
は
十
月
四
日
、
そ
れ
に

必
要
な
書
類
の
準
備
が
完
了
し
て
提
出
し
た

の
が
同
七
日
で

あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
書
類
の
準
備
に
三
日
か
か
っ
た
の
で
あ

る
。

 
後
半
の
十

一
月
の
記
事
は
、
同
十
九
日
の
記
事
に
よ
る
と
、

宿
元
に
戻

っ
て
養
生
し
て
い
た
六
治
が
、
昨
夕

(十
八
日
)
か

ら
再
び
病
気
に
な

っ
た
と

い
う
。
二
十
日
の
記
事
で
は
、
同
心

が
六
治
の
病
状
を
確
認
す
る
た
め
に
来
訪
し
た
こ
と
が
記
し
て

あ
る
。

 
こ
の
事
例
に
よ
り
、
溜
入

の
際
に
、
大
病
に
な

っ
た
な
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ば
、

一
時
帰
宅
を
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

理
由
と
し
て
は
、
溜
に
は
重
病
人
を
治
癒
す
る
た
め
の
十
分
な

人
的

・
物
的
設
備
が
整

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
は
自
宅

療
養
の
方
が
身
内
に
よ
る
周
到
な
看
護
が
期
待
で
き
る
こ
と
な

ど
で
あ
ろ
う
。

一
時
帰
宅
を
認
め
て
養
生
を
さ
せ
る
こ
と
に
配

慮
し
た
点
は
、
通
常
の
牢
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

 
さ
ら
に
、
溜
に
入
所
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
身
内
の
者
が

病
気
に
な
り
、
扶
養
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
に
も
、

一
時
帰
宅

を
認
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
安
政
六
年

(
一
八
五
九
)
八
月
、

温
江
村
の
水
呑
百
姓
徳
右
衛
門

(五
十

一
歳
)
の
事
例
か
ら
確
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認
で
き
る
。
徳
右
衛
門
は

「溜
入
被
 
仰
付
罷
在
候
処
、
老
父

大
病
二
付
、
看
病
中
溜
入
御
免
帰
村
被
罷
在
候
而

(下
略
)」

と
い
う
よ
う
に
、
老
父
が
大
病
を
煩

っ
た
為
、
看
護
の
た
め
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9
)

溜
か
ら
釈
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
藩
側
は
、
刑
に
服
す
こ
と
よ

り
も
、
親

の
扶
養
を
優

先
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
溜
入

と
は
教
化

・
改
善
を
め
ざ
し
た
刑
罰
だ
か
ら
こ
そ
の
措
置
と

い

え
よ
う
。

(
1
) 
京

都
府

立
丹
後

郷
土
資

料
館

所
蔵
、
西

原
家
文

書

・
嘉
永

五

年

(
一
八

五

二
)

二
月
吉

日

「
御
用

帳
」
四
月

六

日

の
条
、
架
号

西

原
利
夫
文
書
資
料

・
近
世
E
村

(行
財
政
)

1
。

(
2
) 

溜
入
を

中
断

し
た

こ
と

の
原

因

に

つ
い
て
、
現
在

の
と

こ

ろ

史
料

と
し

て
は
確
認

し

て

い
な

い
。
し

か
し
な

が
ら
、
溜

を
運

営
す

る
に

は
、
収

容
者

の
生

活
費

を

は

じ

め
と

す

る
経
費

が

必

要

で
あ

り
、
藩

に
と

っ
て
は

こ
の
費

用

の
捻
出

は
負

担
と

な
る
。
現
在

の
と

こ
ろ
推

測

の
域

を
脱

し
得

な

い
が
、
溜

の
中
断

は
、
財
政

上

の
問
題

が
可
能
性
と
し

て
考
え
ら
れ
る
。

(
3
) 

嘉
永
六
年

[触
并

願
書
等

(十

九
通
)
]

の
う
ち
、
寅

四
月

二

日

の
触

(三
L

家
文

書
、
史
料

番

号
A
ー

皿

・
二
五
、
宮
津

市
役

所

教
育
委
員
会
市
史
編

さ
ん
室
紙
焼
史
料

(未
製
本
分
)
。

(4
) 

『
丹
後
宮
津
志
』

(昭
和

六
十
年
復
刻

、
臨
川
書
店
)
三

二
二
～

六
頁
。
当
該
部

分

は

「
三
廳
小

則
」

の
附

録
と

し
て
、
そ

の
文
末

に

収

載

さ

れ

て

い
る
。
「
三

廳

小

則
」
は
、

『京

都

府

與
謝

郡

誌

(上

巻
)』

(昭
和

四
十
七
年

、
名

著

出
版
)

に
も
収
載

し

て
あ

る
が
、
附

録
の
部
分
は
掲
載

し
て

い
な

い
。

(5
) 

『宮

津
市

史
』
史

料

編
第

二
巻

(宮
津

市

史
編

さ

ん
委

員

会

編

、
平
成
九
年

)
「
口
上
覚
」

八
八
○
頁
。

こ
の

「
口
上
覚
」
は
、
京

都
府

立

総

合
資

料

館

所

蔵
、
宮

津

藩

政

記

録

「臨

時

留
」
架

号

七

八
-

三

(
マ
イ

ク

ロ

フ

ィ

ル

ム
漁

0
2
6
0
)
に
収

載

さ

れ

て

い

る
。

(
6
) 

右
同
書
、
八
八

一
頁
。

(
7
) 

東
京
大

学
法
学

部
法
制

史
資
料

室
所
蔵

「宮
津

藩
奉

行
勤

行

手

記
」

(甲

二
i

四
〇

〇

〇
)。
当

史
料

は
、
全
七

冊
か

ら
な

り
、
溜

入
に

つ
い
て
の
記
録
は
三
-
安

政
五
戌
午
年

に
存
す
る
。

(
8
) 

溜
入

に
服
し

て

い
た

時
に
病
気

に
な

っ
た
場
合
、

一
時

帰
宅

を
認
め
ら

れ
て

い
た

こ
と
が
窺

わ
れ

る
事
例
を

も
う

一
つ
あ
げ

て
お

こ
う

。
文

政
十

三
年

(
一
八

三

〇
)
八

月

十

、
一
日

の

「
乍

恐

口
上

覚
」

(三
上
家
文
書

、
本
稿

1

の
註

(
8
)
の
史
料

に
収
載

)
に
、
博

奕
に
よ
り
溜
入

に
服
し

て

い
た
山
田
屋
弥
兵
衛
が
、
「
病
気
全

快
仕
候
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二
付
、
帰
溜
被

 
仰

付
候
」
と

い
う

記
事

が
あ

る
。

一
時

帰
宅

し

て

い
た

か
ら

こ
そ
、

こ
の
よ
う
な
命
令
が
出
た

の
で
あ
る
。

(
9
) 

こ
の
記
事
は
、
「
臨
時
留
」

(京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵
、
宮

津

藩

政

記

録

、
架

号

七
九

(
マ
イ

ク

ロ

フ

ィ

ル

ム
恥

0
2
6
0
)

に
、

口
上
覚

と
し

て
収
載

さ
れ

て
い
る
。
な

お
、

「臨

時
留
」

の
安

政

六
年

の
記
事
は
、
翻
刻
さ
れ

て
い
な

い
。

4

慶
応
期
に
お
け
る
溜
入
の
状
況

 
慶
応
元
年

(
一
八
六
五
)
閏
五
月
に
、
博
奕
犯
に
関
す
る
新

た
な
処
罰
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
郡
役
所

の

「諸
伺
支
配

願
書
留
」
に

「
口
上
覚
」
の
表
題
を
も
つ
伺
書
と
し
て
記
録
さ

れ
て
い
る
。
藩
当
局
か
ら
博
奕
を
厳
重
に
取
り
締
ま
る
よ
う
に

命
令
が
あ

っ
た
の
を
契
機
に
町
奉
行

・
寺
社
奉
行

・
郡
奉
行

・

目
付
等
が
、
そ
の
取
り
締
ま
り
方
法
を
検
討
し
て
提
案
し
た
の

で
あ
る
。

 
こ
の
提
案
は
、
博
奕
が
露
見
し
た
場
合
に
、
博
奕
犯
や
博
奕

宿
を
貸
し
た
者
に
加
え

て
、
近
隣
の
者
や
村
役
人
、
さ
ら
に
村

人

・
町
人
等
に
も
各
家
ご
と
に
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
、
詳
細
に

立
案
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
舞
台
と
な

っ
た
村
全

体
に
、
連
帯
責
任
を
追
求
し
よ
う
い
う
の
で
あ
る
。
連
帯
責
任

の
範
囲
を
、
従
来
よ
り
も
広
範
に
設
定
す
る
こ
と
に
し
た

の

は
、
当
時
、
博
奕
が
頻
発
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
村
中
に

連
帯
責
任
が
及
ぶ
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
博
奕

の

発
生
を
あ
ら
か
じ
め
村
全
体
で
防
止
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
で

あ
る
。

 
口
上
覚
は
、
刑
罰
と
し
て
溜
入
も
採
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ユ
 

長
文
で
は
あ
る
が
、
そ
の
全
文
を
次
に
示
し
て
お
こ
う
。

 
 
口
上
覚

今
般
博
奕
筋
厳
重
可
取
計
旨
被
 
仰
出
候
二
付
而
者
、
当

分
之
内
左
之
通
取
計
可
申
哉
、

一
博
奕
并
か
る
た
類
、
軽
き
賭
之
諸
勝
負
宿

い
た
し
候
も

 
の
ハ
、
吟
味
中
入
牢
、
打
子
之
者

ハ
吟
味
中
月
代
不
相

 
成
候
事
、

一
博
奕
宿
 
 
 
 
 
 
敲
之
上
百
日
過
怠
牢

 
 
 
 
但
、
女
者
 
 
百
五
十
日
過
怠
牢

一
宿
之
地
主
家
主
 
 
 
過
料
五
〆
文



218(39) 丹後国宮津藩の溜入 につ いて

一
宿
之
両
隣
五
人
組
 
 
過
料
三
〆
文

 
 
 

但
、
在
方

ハ
組
頭
五
人
組
共
同
断

一
宿
之
庄
屋
 
 

 
 
 
過
料
三
〆
文

 
 

町
方
組
頭

一
宿
之
村
中
 
 
 
 
 
村
過
料

 
 

町
中
 
 
 
 
 
町
過
料

 
 
 

軒
別
弐
百
文
も
位

一
博
奕
打
候
者
打
 
 
 
二
百
日
溜
入

一
悪
賽
振
候
者
 
 
 
 
敲
之
上
五
十
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 

過
怠
牢

一
手
目
博
奕
打
候
者
 
 
敲
之
上
百
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 

過
怠
牢

一
軽
賭
之
勝
負

い
た
し
候
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
日
溜
入

一
同
断
宿

い
た
し
候
者

 
 
 
 
 
 
 
 
 

敲
之
上
五
十
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 

過
怠
牢

 

但
、
所
役
人
并
家
主

・
地
主
と
も
、
博
奕
宿
之
半
減

 
 
位
二
見
込
可
相
窺
候
事
、

一
身
元
之
者
な
と
代
人
拵
差
出
、
或
者
本
博
奕
二
而
も
、

 
弐
分

・
三
分
迄
之
賭
銭
二
相
成
来
候
得
共
、
以
来

ハ
右

 
境
厳
重
二
相
分
ケ
、
吟
味
詰
可
申
事
、

一
溜
入
人
足
働
之
者
出
精
之
廉
を
以
、
日
数
6
早
メ
ニ
差

 
免
候
義
も
有
之
候
得
共
、
巳
後
日
数
丈
溜
入
之
事
、

一
再
犯
之
者

ハ
、

一
等
重
く
可
相
伺
、
た
と
ヘ
ハ
百
日
之

 
者

ハ
ニ
百
日
と
相
心
得
可
申
事
、

右
之
段
、
奉
窺
候
、
以
上
、

 
 
閏
五
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町
奉
行
共

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
寺
祠
奉
行
共

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郡
奉
行
共

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
御
目
付
共

 
右

の
う
ち
、
溜
入

に
処
す
べ
き
者
は
、
博
奕
を
打

っ
た
者

と
、
軽

い
賭
け
の
勝
負
を
し
た
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
溜
入

を
適
用
す
る
の
は
、
直
接
博
奕
に
手
を
染
め
た
者
に
対
し
て
で



217(40)

あ
り
、
博
奕
の
宿
を
提
供
し
た
者
に
は
敲
と
過
怠
牢
を
科
そ
う

と
し
て
お
り
、
溜
入
に
は
し
て
い
な
い
。
前
述
し
た
が
、
従
来

は
宮
津
藩

で
は
博
奕
の
宿
を
提
供
し
た
者
に
も
そ
の
刑
罰
と
し

て
溜
入
を
科
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
慶
応
元
年
閏
五
月
の

案
で
は
そ
れ
を
改
正
し

て
、
溜
入
は
博
奕
を
打

っ
た
者
だ
け
に

科
す
刑
罰
に
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
溜

に
収
容
す
る
期
間
は
、
博
奕
の
程
度
を
通
常
の
も
の
と
軽

い
も

の
と

の
二
種
に
大
別
し
た
う
え
で
、
百
日
と
二
百
日
に
し
た
。

 
溜
入

の
前
科
が
あ
る
者
が
再
犯
と
な

っ
た
場
合
に
は
、

一
等

重
く
す
る
ー
す
な
わ
ち
百
日
の
場
合
は
二
百
日
に
す
る
ー
こ
と

を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
博
奕
に
関
す
る
溜
入
の
収

容
期
間
は
、
百
日
を
単
位
に

一
等
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
わ

れ
る
。

 
な
お
、
従
来
は
溜
の
収
容
者
が
勤
勉
に
労
働
に
服
し
た
場
合

は
、
規
定
し
て
い
た
拘
禁
日
数
よ
り
も
早
く
赦
免
し
て
い
た
よ

う

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
口
上
覚
」
の
第
十
三
条
の

「溜
入
人

足
働
之
者
出
精
之
廉
を

以
、
日
数
6
早
メ
ニ
差
免
候
義
も
有
之

候
得
共
」
か
ら
明
ら
か

で
あ
る
。
溜
入
と

い
う
刑
罰

の
目
的

は
、
勤
労
意
欲
を
身
に
つ
け
さ
せ
て
教
化

・
改
善
し
、
社
会
復

帰
を
め
ざ
す
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
勤
勉
に
労
働
に
従
事
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
点
を

も

っ
て
赦
免
に
し
た
の
で
あ

っ
た
。

 
し
か
し
、
こ
の
文
言
に
続
い
て

「已
後
日
数
丈
溜
入
之
事
」

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
収
容
年
限
満
了
以
前

の
赦
免
は
、
こ
の
慶

応
元
年
閏
五
月
を
も

っ
て
廃
止
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
廃
止
が
実
現
す
る
な
ら
ば
、
何
よ
り
も
人
心
の
改
善

を
目
的
と
し
て
い
た
溜
入
と
い
う
刑
罰
が
、
そ
の
目
的
を
労
役

に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
溜
入
と
い
う
刑
罰
の
、

本
質
を
変
え
る
も
の
と
い
え
る
。
結
局
、
収
容
年
限
満
了
以
前

の
赦
免
は
廃
止
と
な
り
、
収
容
期
間
が
満
了
す
る
と
、
そ
の
者

の
入
所
中
の
生
活
態
度
を
審
査
し
て
、
改
善
が
認
め
ら
れ
た
な

ら
ば
出
所
、

一
向
に
改
心
せ
ず
不
届
き
な
行
状
が
見
ら
れ
る
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2
>

ら
ば
出
所
を
延
期
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

 
と
こ
ろ
で
、
同
年
八
月
九
日
に
、
博
奕
に
関
す
る

一
つ
の
判

決
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
今
後
、
判
例
と
し
て
導
入
す
る
こ
と

に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
与
射
郡
波
路
村
の
者
が
、
博
奕
宿
を
貸
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し

た

こ
と
を

咎

め

ら

れ
た

一
件

で
あ

る

。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ヨ
 

見

ら

れ

る

。
左

記

の
通
り

で

あ

る

。

博
奕
御
厳
重
之
事

二
相
成
、

被
 
仰
付
候
、
左

二

 
百
日
入
牢
五
十
杖
た

・
き
入

 
百
日
溜
入

 
過
料
壱
貫
五
百
文
宛

 
 

〃
壱
貫
五
百
文

 
 

〃
百
文
宛

右
は
御
触

二
は
無

之
候
得
共
、

故
、
心
得
違
無
之
処
、

こ
の
際
に
も
溜
入
が

波
路
村
宿
主
有
之
、
御
載
許

 
 
 
宿
主

 
連
中
之
者

隣
家
五
人
組

 
 
 
役
人

 
村
中
軒
別

 
 
 

巳
後
手
本

二
相
成
候
事

村
中
末

々
迄
申
諭
候
事
、

 

溜

入

は
博

奕

を

打

っ
た
当

人

に

、

百

日

の
溜

入

と

し

て
適

用

す

る

こ
と

に

し

て

い
る
。

こ

こ

で

も

、

そ

の
処

罰

の
な

か

で
、

博

奕

を

打

っ
た
本

人

を

溜

入

に

し

た
点

は

、
留

意

す

べ
き

で

あ

ろ
う

。

そ

し

て
、

百

日

の
溜

入
と

は

、
す

な
わ

ち

軽

い
博

奕

を

打

っ
た
者

に
対

す

る
措

置

で
あ

る

。

つ
ま

り

、

こ

の
判

例

は

、

軽

い
博
奕
を
打

っ
た
者
が
い
た
場
合
、
そ
の
近
隣
の
者
、
村
役

人
、
そ
の
他
の
村

の
各
戸
ご
と
な
ど
、
す
な
わ
ち
村
全
体
に
対

す
る
連
帯
責
任
と
し
て
の
刑
罰
を
明
文
化
し
た
も
の
な
の
で
あ

る
。

 
実
は
、
前
述
の
口
上
覚
で
は
、
軽

い
博
奕
を
打

っ
た
者
に

つ

い
て
は
百
日
の
溜
入
、
そ

の
際
に
宿
を
貸
し
た
者
に
対
し
て

は
、
敲
と
五
十
日
の
過
怠
牢
を
提
案
し
て
い
た
。
村
役
人
や
家

主

・
地
主
な
ど
に
つ
い
て
は
、
博
奕
宿
の
半
分
く
ら
い
に
し
て

は
ど
う
か
と
述
べ
る
に
留
ま
り
、
具
体
的
な
刑
罰
の
設
定
は
後

日
の
課
題
と
し
て
い
た
。
こ
の
保
留
事
項
を
決
定
し
た
の
が
、

右
の
判
例
な
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
に
見
ら
れ
る
博
奕
宿
と
村
全
体
に
対

す
る
刑
罰
は
、
口
上
覚
に
お
け
る
当
該
部
分
に
つ
い
て
の
提
案

と
比
較
す
る
と
、
明
ら
か
に
相
違
が
確
認
で
き
る
。
実
は
判
例

で
新
た
に
決
定
し
た
処
罰
と
は
、
口
上
覚
に
明
記
し
た
通
常
の

博
奕
宿
お
よ
び
連
帯
責
任
と
し
て
の
刑
罰
を
指
標
に
し
て
決
定

し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
口
上
覚
の
通
常

の
博
奕
の

際
の

一
連
の
刑
罰
と
、
判
例
の
博
奕
宿
は
じ
め
博
奕
犯

・
村
民
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に
対

す

る
刑

罰

と

を

、

こ

こ
に

比

較

し

て

み
よ

う

。

口
 
 上

 
 覚

判
 
 
 
 
 
例

博
奕
宿

敲
之
上
百
日
過
怠
牢

百
日
入
牢
五
十
杖
た
・

き
入

博
奕
犯

二
百
日
溜
入

百
日
溜
入

隣
家五人

組

過
料
三
〆
文

過
料
一

〆
五
百
文

役
 人

過
料
三
〆
文

過
料
一

〆
五
百
文

十コ

エ
ー
醒
り

去丁

車
n
万

過
料
二
百
文
位

過
料
百
文
宛

 
判
例
は
、
軽

い
博
奕
を
打

っ
た
者
に
宿
を
貸
し
た
者
に
は
、

通
常
の
博
奕
宿
と
同
じ
百
日
間
、
牢
に
収
監
す
る
こ
と
、
換
言

す
れ
ば
博
奕
宿
に
つ
い
て
は
そ
の
博
奕
の
程
度
に
関
わ
ら
ず
同

じ
期
間
牢
に
収
監
す
る
こ
と
、
お
よ
び
敲
の
回
数
を
五
十
回
と

具
体
的
に
決
定
し
た
。
連
帯
責
任
を
と
る
五
人
組
や
村
役
人
、

村
民
各
戸
ご
と
の
過
料

の
額
は
、
い
ず
れ
も
判
例
は
口
上
覚
の

半
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
口
上
覚
で
は
軽
い
博
奕
を
打

っ
た
者

の
刑
罰
は
、
通
常
の
博
奕
を
打

っ
た
者
の
半
分
の
日
数
の
溜
入

と
し
て
設
定
し
て
い
た

の
で
、
連
帯
責
任
の
場
合
と
し
て
の
刑

罰
も
、
そ
れ
に
準
じ
て
整
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
か
ら
考
え
る
と
、
本
節
冒
頭
の
口
上
覚
は
提
案
と
い
う

体
裁
で
現
存
し
て
い
る
が
、
実
際
に
採
用
さ
れ
た
と
み
な
し
て

よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
判
例
は
、
口
上
覚
に
お
い
て
は
お
お
ま
か

な
提
案
に
留
め
て
詳
細
な
決
定
を
保
留
し
て
い
た
軽

い
博
奕
に

対
す
る
村
全
体
の
連
帯
責
任
と
し
て
の
刑
罰
を
、
既
に
口
上
覚

で
具
体
的
に
取
り
決
め
て
い
た
通
常
の
博
奕
に
対
す
る

一
連
の

刑
罰
と
対
応
し

つ
つ
、
改
正

・
整
備
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
た
。

(
1
) 

京
都

府
立

総
合
資
料

館
所
蔵
、
宮
津

藩

政
記
録

八

○
、
文
久

四
～
元

「
諸
伺
支
配
願
書
留
」
。

(
2
) 

こ
れ
以
後

の

「
臨
時
留
」

(京
都
府
立
総

合
資
料
館

所
蔵

、
宮

津
藩

政

記
録

、
架

号

七
九

(
マ
イ

ク

ロ

フ
ィ
ル

ム
恥
0
2
6
1
)
に

は
、
溜
入

の
者
を
赦

免
し
た

記
事

お
よ
び
赦
免

を
見
合

わ
せ

た
申
渡

が

み
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
慶
応

元
年
十

二
月
四

日

の
申

渡

で

は
、
岩

屋
村

の
幸
右

衛

門
等

に
対

し

て
は

「其
方
儀

、
溜
入
人

足
働

差
免

、

以

後
心

躰

相

改

、
農

業

出

精

可
致

候
」
と
、
溜

か

ら

の
出

所

を

認

め
、
以
後

改
心

し

て
農
業

に
専
念

す
る

よ
う

に
通

達
し

て

い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
弓
木
村

の
喜

七
と
上
山
田
村

の
新

三
郎

に
は
、

「其

方
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儀

、
溜

入

人
足

働

可
差

免

処
、
溜

入

中
心

得

方

不

宜

趣

相

聞
候

二

付
、
御
免

沙
汰

二
不

及
候
」
と
、
釈
放
を
認
め
な
か

っ
た
。

(
3
)
京
都
府

立

丹
後

郷
土

資
料

館
、
西

原
家

文

書

・
元
治

二
丑
年

「
雑

書

集
」
 
七
、
架

号

西

原

利

夫

文

書

資

料

・
近

世

E
村

(行

財

政
)
13
。
当

該
史
料

は
年
記

を
欠
く

が
、
同

じ
内
容

の
史

料

が
同
家

文
書

の
文
久
三
年

(
一
八
六

三
)
九

月
吉

日

「
御

用
帳
」

の
慶
応

元

年

八
月

九
日

の
条

[架

号
西

原
利
夫

文
書

資
料

・
近
世

E
村

(行

財

政
)
5
]
に
収
載
し

て
あ

る
の
で
、
史
料

の
作

成
年

次

は

こ
れ
を

元

に
し
た
。

お
わ
り

に

 
以
上
、
宮
津
藩
の
溜
入
に
つ
い
て
、
そ
の
変
遷
を
追

っ
て
み

た
。
宮
津
藩

の
溜
入
は
、
文
化
十
四
年
に
藩
儒
沢
辺
北
溟
に

よ

っ
て
創
設
さ
れ
、
嘉
永
年
間
に

一
時
中
断
す
る
も

の
の
、
安

政
年
間
に
は
復
活
し
、
以
後
、
幕
末
ま
で
続

い
た
。
天
保
年
間

に
お
い
て
は
、
宮
津
藩

の
溜
入
が
効
果
を
あ
げ
て
い
た
点
が
、

他
藩
か
ら
注
目
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
充
実
ぶ
り
が
窺
わ

れ
た
。

 
そ
の
後
、
明
治
元
年

(
一
八
六
八
)
十
月
朔
日
に
明
治
政
府

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

は
諸
藩
に
、
追
放
刑
に
か
わ
り
徒
刑
の
採
用
を
奨
励
す
る
。
こ

れ
に
伴

い
、
宮
津
藩
に
お

い
て
は
溜
入
と

い
う
刑
罰
に
か
わ

り
、
徒
刑
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
徒
刑
を
採
用
し
た
事

例
は
、
明
治
初
頭
の
宮
津
藩
お
よ
び
宮
津
藩
領
内
の
刑
事
関
係

史
料
を
繙
く
と
、
実
に
枚
挙
に
暇
な
い
ほ
ど
の
事
例
が
確
認
で

 
ワ
こ

き
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
博
奕
犯
と
盗
犯
に
対
す
る
徒
刑
が
目

立
つ
。

 
既
に
藩
政
時
代
に
溜
入
を
採
用
し
て
い
た
宮
津
藩
は
、
明
治

政
府
が
奨
励
す
る
徒
刑
の
採
用
を
う
け
て
、
旧
藩
時
代
の
溜
入

の
制
度
を
基
礎
と
し
つ
つ
実
施
し
た
。
例
え
ば
、
明
治

二
年

(
一
八
六
九
)
四
月
十
三
日
に
制
定
し
た
博
奕
犯
に
つ
い
て
の

刑
罰

の
取
り
決
め
は
、
本
稿
4
で
示
し
た
安
政
二
年

「
口
上

覚
」
と
極
似
し
て
お
り
、
こ
れ
を
基
に
し
て
作
成
し
た
こ
と
が

 
 
 
 

 ヨ
リ

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
徒
刑
囚
の
拘
禁
場
所
に
つ
い
て
も
、

「徒
刑
人
者
、
是
迄
之
溜
小
屋
御
取
建
て
こ
相
成
」
と
あ
る
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

う
に
、
溜
小
屋
に
収
容
し
た
の
で
あ
る
。

 
明
治
初
頭
の
宮
津
藩
に
お
け
る
徒
刑
の
実
態
に
関
し
て
は
、

今
後
詳
細
に
検
討
し
て
み
た
い
。
さ
ら
に
、
今
回
明
ら
か
に
し
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た
溜
入
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
と

こ
ろ
は
史
料
的
な
制
約
が
あ

っ
た
の
で
、
こ
の
点
が
解
消
さ
れ

次
第
、
再
度
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。

(1
) 

『明
治
年
間
法
令
全
書
』
第

一
巻

(昭
和

四
十
九
年
、
原
書
房
)

三

四

二
～
三

頁
。
『法

規

分

類

大
全
』
第

五

四
巻

刑

法

門

[
1
]

(昭

和

五

十

五
年

、
原
書

房
)

二
頁
。
な

お
、
明
治

元
年

「御

布

告

留
」

(京

都
府
立

総
合

資
料

館

所

蔵
、
宮

津

藩

政
記

録
、
架

号

.

.
一

七
)

の
十

一
月

の
記
事

と

し
て
、
新

し

い
刑

法
が

で
き

る
ま

で

の
間

の
刑
罰

に

つ
い
て
指
示

し
た
布
告

が
収
載

し

て
あ

る
。
こ

こ
に
徒
刑

に

つ
い
て
、

「徒
刑

は
土
地

の
便
置

ニ
ヨ
リ
、
各
制

ヲ
可

立
事

二
付
、

府
藩
縣
共
其
見
込
従
ヒ
、
当
分
取
計

置
可
申

(
下
略

)」
と
あ

る
。

(2
) 

明
治

初
頭

に
お
け
る
宮

津
藩

の
徒
刑

に
関
す

る
史
料

は
、
巳

(明
治

二
年
)
六
月

「盗
致

候
も

の
吟
味
書

(平
左

衛

門

一
件
)
」

(京

都

府
立
総

合
資

料
館
所

蔵
、
宮

津
藩

政
記

録
、
架
号

一
、
九
)

や
、

明
治

二
年
八
月

「盗

致
候
者
吟
味
書
」

(右

同
、
架

号

一
二
〇
)
を
は

じ
め
、
多
数
存
す
る
。

(3
)
(
4
)

明
治
二
年

四
月
十
三
日

「
[博
奕

お
よ
び
盗

み
に

つ
き
御

咎

定
案

の
件
]
」

(京
都

府
立
総

合
資
料
館

所
蔵

、
宮

津
藩

政

記
録
、

架

号

二
二
七

(
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ

ル
ム
恥
0
2
6
3
)
。

 
付
記
 
本
稿
作
成

の
為
の
史
料
調
査
の
折
、
宮
津
市
教
育
委

員
会
事
務
局
文
化
振
興
室

の
辰
巳
幸
司
氏
、
京
都
府
立
丹
後
郷

土
資
料
館
資
料
課
の
伊
藤
太
氏
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
歴
史

資
料
課
の
小
森
浩

一
氏
と
山
田
洋

一
氏
、
東
京
大
学
法
学
部
法

制
史
資
料
室

の
口
石
久
美
子
氏
に
た

い
へ
ん
お
世
話
に
な

っ

た
。
末
筆
な
が
ら
、
こ
こ
に
深
謝
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。


